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一般会計 １

令 和 ７ 年 度 みどり市一般会計補正予算（第４号）

令和７年度みどり市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

( 繰越明許費 )

第１条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第１表 繰越明許費」による。

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日 提出 提出

み ど り 市 長 須 藤 昭 男



一般会計　　　　2

第１表　繰越明許費

千円

10 教 育 費 6 社 会 教 育 費

款 項 事業名 金　額

　岩宿博物館常設展示改修事業 483,560
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